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第１節 総則 

（目 的） 

第１条 本仕様書は、箕面市上下水道局（以下「局」という。）が、所管する取水施設、

浄水施設、受水・配水施設及び水質監視設備の運転管理等の業務の委託を円滑に運用

するため、その業務要領を定めることを目的とする。 

 

（業務の励行） 

第２条 受託者は、水道事業の公共性を常に念頭において、契約書に定める事項及び本

仕様書のほか、関係法令等（水道法、労働基準法、労働安全衛生法、労働災害補償保

険法、その他業務に関する法令等）を遵守し、局担当職員（以下「職員」という。）

の指示に従い、適正かつ誠実に業務を励行しなければならない。 

 

（業務委託の場所及び対象施設等） 

第３条 業務委託場所及び対象施設等は下表のとおりとする。 

委託場所 箕面市箕面地内全域（添付の施設配置図参照） 

対象施設等 添付の「施設一覧表」のとおり。なお、対象施設の設備内容の変更

等により、業務内容の変更、追加が生じた場合、それに係る経費の

変更は原則行なわないものとする。 

 

（業務委託の期間） 

第４条 業務委託の期間は、下記のとおりとする。 

自 平成３１年 ４月 １日 

至 平成４１年 ３月３１日 （１０ヵ年） 

 

（業務の範囲及び業務内容） 

第５条 業務委託の範囲及び業務内容については、特記仕様書に定めるとおりとする。 

 



第２節 従事者の体制 

（業務の人員及び業務時間） 

第６条 業務の人員及び業務時間は、下表のとおりとする。なお、本業務は本仕様書の

第７条、第１０条、第１３条により選任した者を従事させなければならない。 

業務の人員 運転操作監視業務 

・日勤２名以上（土、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する日並びに１２月２９

日から翌年１月３日までの日（以下、「休日」という。）） 

・夜勤２名以上（契約期間の全日数） 

水道施設巡回点検業務 

・土日を含む局指定日の週４日及び休日 ２名以上 

・平日の局指定日の週３日（休日を除く） １名以上 

業務時間 

（添付の｢委託業務

体制表｣を参照） 

運転操作監視業務 

（日勤）８時４５分から１７時１５分まで 

（夜勤）１６時４５分から９時１５分まで 

水道施設巡回点検業務 

 ８時４５分から１７時１５分まで 

その他 ・業務時間交替時には、引継ぎ（局指定様式に障害状況、原因、

処理、結果等を記入した文書による。）を行うこと。 

・受託者は、交替要員を確保し、所定の受託業務が励行できる

ように配慮しなければならない。 

・事故等の緊急事態発生時は、職員の指示に従い、業務時間を

超過した場合であっても、事態の収拾にあたらなければなら

ない。 

 

（総括責任者の選任） 

第７条 受託者は、本業務を励行するための総括責任者を選任し、届け出なければなら

ない。なお、総括責任者を変更したときも同様とする。 

 

（総括責任者の資格基準） 

第８条 総括責任者の資格基準は、次の各号のすべてに該当するものとする。 

(1) 水道技術管理者の資格を有すること。 

(2) 浄水施設運転操作監視業務及び浄水処理業務（水道水の製造業務に限る）の両業

務の実務経験がそれぞれ通算３年以上であること。 

 

 



（総括責任者の業務） 

第９条 総括責任者の主な業務は、次の各号のとおりとする。 

(1) 局との連絡業務（局が必要とするときの会議・打ち合わせの出席等） 

(2) 受託業務実施場所への適正な従事者の配置及び指導 

(3) 緊急事態発生時の連絡授受及び処置 

(4) その他受託業務遂行のために必要な業務 

 

（現場責任者の選任） 

第１０条 受託者は、本業務を励行する従事者（以下「従事者」という。）の中から専

任の現場責任者を４名以上選任し、届け出なければならない。なお、現場責任者を変

更したときも同様とする。 

 

（現場責任者の資格基準） 

第１１条 現場責任者の資格基準は、次の各号のすべてに該当するものとする。 

 (1) 浄水施設運転操作監視業務及び浄水処理業務（水道水の製造業務に限る）の両

業務の実務経験がそれぞれ通算３年以上であること。 

(2) 下表の資格のうち、２以上の資格取得者であること。 

資格 種別など 

水道技術管理者 水道法施行規則第１４条第１項第３号に定める

講習の課程を終了した者 

電気主任技術者 電気事業法第４４条第１項に規定する３種以上の

免許取得者 

第１種電気工事士 電気工事士法第４条に規定する者 

水道浄水施設管理技士 （社）日本水道協会認定資格取得者 

酸素欠乏・硫化水素危険作業

主任者 

労働安全衛生法第７６条第２項に定める技能講習

を終了し、修了証の交付を受けている者 

 

（現場責任者の業務）     

第１２条 現場責任者の業務は、次の各号のとおりとする。 

(1) 現場の最高責任者として、従事者の指揮、監督を行う。 

(2) 契約書、仕様書、その他関係書類（受託後の現場説明事項を含む。）により業務

の目的、内容を十分に理解し、職員への報告、連絡、相談を密にして、円滑な業務

の遂行に努めること。 

(3) 完成図書等から施設の機能を完全に掌握し、効率的、かつ経済的な運営に努め

ること。 

(4) 従事者の技術向上及び事故防止に努めること。 



(5) 常に状況の的確性を把握し、緊急時に直ちに対応できる状態を保持すること。 

 

（技術者の選任） 

第１３条 専任の技術者は、浄水施設運転操作監視業務の実務経験が通算２年以上であ

る者を５名以上選任し、届け出なければならない。なお、技術者を変更したときも同

様とする。 

２ 局は、受託者の技術者が業務の遂行上、著しく不適当と認められる者があった場合

には、その理由を明示し、必要な措置を求めることができる。その場合受託者は、速

やかに業務に支障をきたすことのないよう必要な措置を講じなければならない。 

 

（従事者の服装等） 

第１４条 受託業務に従事する者の作業服は、作業に安全で、かつ、清潔で統一された

服装とし、受託者が用意するものとする。 

 

（人員体制の整備）    

第１５条 水道事業者等における新型インフルエンザ対策ガイドライン（平成２１年２

月厚生労働省健康局水道課）に基づき、ライフライン機能維持のために必な人員の確

保並びに業務の継続に関する体制を整えること。 

 

（教育及び技術習得） 

第１６条 技術の向上及び知識の補完を継続的に実現するために可能な自社保有の教

育施設等を利用し、契約締結後から業務開始までを運転操作監視業務の習熟期間とし

て位置づけ、この期間中に必要な教育を逐次実施すること。 

２ 上記に伴う教育及び技術取得の経費については、受託者の負担とする。 

 

（健康診断） 

第１７条 受託者は、業務委託期間中の従事者の健康に十分な配慮を行うとともに、水

道法第２１条第１項に規定する定期及び臨時の健康診断を実施しなければならない。

なお、定期の健康診断は、毎月実施しなければならない。 

２ 前項の健康診断に係る費用については、受託者の負担とする。 

３ 定期及び臨時の健康診断結果については、局にその写しを提出するものとする。 

 

 



第３節 業務書類等 

（業務書類等） 

第１８条 受託者は、業務の励行にあたり契約締結後、速やかに次の書類を提出しなけ

ればならない。 

(1) 契約業務着手関係書類（局指定様式） 

(2) 総括責任者届 

(3) 現場責任者届 

(4) 技術者届 

(5) 業務履行計画書 

(6) 貸与品等借用書 

(7) その他必要なもの 

２ 月間業務履行計画書 一式（当月分を前月末日までに提出） 

３ 月間業務完了報告書 一式（当月分を翌月５日までに提出） 

４ 業務報告書 

５ その他必要なもの 

 

（業務履行計画書） 

第１９条 受託者は、業務委託契約締結後、職員と業務の励行について協議し、業務履

行計画書を作成の上、職員の承認を受けなければならない。なお、業務履行計画書に

ついては、次の事項について記載しなければならない。  

 (1) 業務概要、業務体制に関すること。 

 (2) 業務計画、業務内容に関すること。 

 (3) 安全、衛生管理に関すること。 

 (4) 緊急連絡体制に関すること。 

 (5) 緊急出動発生時の勤務形態に関すること。 

 (6) 各種報告書様式に関すること。 

 (7) その他必要事項に関すること。 

 

（月間業務履行計画書及び月間業務完了報告書） 

第２０条 受託者は、月間の業務履行に関する計画を前月月末までに提出しなければな

らない。なお、詳細な諸事項が必要な場合は、月間業務履行計画書に添付して提出す

ること。 

２ 月間業務履行計画書を変更する必要が生じた場合は、その都度、職員と協議しなけ

ればならない。但し、軽微な変更はこの限りではない。 

３ 受託者は、月間業務履行計画書に基づいて業務が完了したときは、月間業務完了報

告書を提出しなければならない。なお、詳細な諸事項が必要な場合には、月間業務完



了報告書に添付して提出すること。 

 

（業務記録等の整理） 

第２１条 受託者は、業務記録など業務の励行又は確認に必要な書類を整理し、職員が

提出を求めた場合には、速やかに提出しなければならない。但し、受託者の機密に関

する事項の場合には、この限りでない。 

 

（業務報告書等） 

第２２条 受託者は、本仕様書に定めるところにより、運転操作監視、水質管理、巡回

点検等、その他業務の励行にかかる報告書を提出しなければならない。 

 

（検収及び報告） 

第２３条 契約締結後から業務開始までを運転操作監視業務の習熟期間として位置づ

け、習熟修了を証明するための「運転要領書及び設備に関する運転管理マニュアル」

を作成し、承認を得ること。 

２ 契約後、必要に応じて受託者は機場の特性を熟知し施設の効率化、延命化及び維持

管理に対する具体的な改善提案を提出すること。 

３ 受託者は、月間業務終了後、管理する施設の業務に関して管理報告書を提出するこ

と。 

 

 



第４節 その他 

（浄水場等の一般管理） 

第２４条 受託者は、水道法、労働安全衛生法等の法令、規則及び基準等の関係法令を

遵守することを基本とし、業務の実施、浄水場等の安全について、十分注意を払わな

ければならない。 

２ 受託者は、業務遂行上で必要な諸事項について、職員との打合せ等を行った場合、

その内容を議事録として整理し、職員に提出するものとする。 

 

（浄水場等の各種機器の運用） 

第２５条 受託者は、浄水場等の各種機器の仕様及び特性を十分に理解把握し、最大限

にその性能を引き出すとともに経済的な運用に努めなければならない。 

 

（清掃整備） 

第２６条 従事者は、施設・建物及びその周辺を常に清掃し、不要な物品等を整理しな

ければならない。 

 

（安全の確保）    

第２７条 受託者は、労働安全衛生法、同施行令、同規則及びその他災害防止関係法令

等の定めるところにより、常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害発生の防止に

努めなければならない。 

 

（安全教育と訓練）    

第２８条 受託者は、作業、維持（運転、監視、巡回等）又は運用に従事する者に対し

て、事故その他災害が発生したときの処置については、実地指導、訓練を行わなけれ

ばならない。 

 

（受託者の創意工夫）    

第２９条 受託者は、業務の励行に当たり、常に創意工夫を心がけ、業務の効率化を目

指さなければならない。 

 

（作業中の連絡体制）    

第３０条 箕面浄水場中央管理室以外での作業中は、緊急時において直ちに連絡がとれ

る機器（携帯電話等）を常時携帯すること。 

 

（警備及び盗難の防止） 

第３１条 現場における施設の設備機器、工具類の盗難及び侵入者の防止については、



十分な監視を行い、業務場所の警備と盗難防止に努めなければならない。 

 

（完成図書、工具類の貸与） 

第３２条 業務遂行上、職員が必要と認めた完成図書、工具類、試験器具、その他備品

類については貸与するが、従事者の安全衛生対策器具については、原則として受託者

が備えるものとする。 

２ 貸与品については、台帳を作成し、その保管状態を常に把握し、毀損、盗難、紛失

があった場合は、受託者が弁償するものとする。 

 

（業務検査） 

第３３条 受託者は、当該月の月間業務を完了した時、職員による業務完了検査を受け

なければならない。 

 

（受託者の変更に伴う引継ぎ） 

第３４条 前任受託者は、後任受託者が本業務を完全に遂行できるまで引き継ぐこと。

また、受託者は、受託者が作成する資料であっても、局が業務遂行上必要とされる資

料類については、局の指示により速やかに提出しなければならない。 

 

（局負担の一般経費） 

第３５条 局が負担すべき一般経費は、次のとおりとする。 

(1) 運転操作監視業務に必要な事務室 

(2) 事務室の光熱費 

(3) 点検車両の保管場所 

 

（受託者負担の一般経費） 

第３６条 受託者が業務委託を励行するのに必要な負担すべき一般経費は、次のとおり

とする。 

(1) 従事者が使用する事務用品類に関係するもの 

(2) 従事者の福利厚生に関するもの 

(3) 従事者が作業に必要な着用品類に関するもの 

(4) 業務遂行に必要な機器、工具類に関するもの（ただし、特殊工具及び調整、整備

に係る資材等は除く） 

(5) 携帯電話、電話・ＦＡＸ等の設置工事費及び維持費 

(6) 車両及び車両維持に係る費用 

(7) 残留塩素測定に必要な局指定の測定器及び試薬（ただし、箕面浄水場で使用する

ものは除く） 



(8) その他局が必要と認める器具類の設置、保管に関するもの 

 

（超過勤務経費） 

第３７条 天災等による事故等の復旧作業について、局が受託者に要請した場合であっ

て、勤務時間を超過した場合の経費については、下記とおりとする。また、緊急呼出

勤務の場合も同様とする。  

(1) 時間当たりの単価は、市の査定額を本体落札率をもって定めるものとする。 

(2) 超過勤務時間は、１時間単位での経費算出とし、１時間未満の端数が出た場合は

以下のとおり処理する。      

  ・３０分以上の端数 当該端数を切り上げて１時間として計上 

・３０分未満の端数 当該端数を切り下げて０時間として計上 

(3) 業務内容は、本体業務に準じるものとする。 

(4) 契約単価は、時間当たりの単価に次の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。

①平日（時間外） 125/100 

    （深 夜） 150/100 

②休日（時間外） 135/100 

   （深 夜） 160/100 

(5) 超過勤務における深夜業務時間帯は、22:00から翌日 5:00までの間とする。 

 

（損害補償） 

第３８条 受託者の責任とみなされる原因によって、事故が生じた場合（毀損、変質、

性能低下、市民に対し多大な損害を与える等）、受託者は、局が指定した期間内に受

託者の負担において補償、取替、その他必要な措置を講ずること。また、過失による

第三者への損害発生対応として、受託者は第三者損害賠償保険に加入すること。 

 

（守秘義務） 

第３９条 受託者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、本契約期間後

であっても同様とする。 

 

（疑義） 

第４０条 本仕様書に、疑義が生じた場合は、双方協議の上定めるものとする。 

 

（雑則） 

第４１条 本仕様書の細部事項及び本仕様書に明記されていない事項については、双方

協議して定めるものとする。また、職員から指示のない事項であっても、業務遂行上

必要なものについては、良識のある判断のもと対処しなければならない。 


